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令和 7年度 第 2回 松山市子ども・子育て会議 

教育・保育部会 会議録 

 

１．日時 

令和 7年 11月 4日(火) 10:45～11:25 

 

２．場所 

松山市青少年センター3階 小ホール 

 

３．当日の出席者等 

（１）出席委員（8人） 

池田 秀彦，宇津見 亮子，大原 淑子，田中 美紀，中岡 彩，中川 惠津子，二宮 一朗， 

安永 耕造（五十音順、敬称略） 

（２）事務局 

保育・幼稚園課，こどもえがお課，学校教育課，教育支援センター事務所，人権・共生社会推進課 

 

４．傍聴の可否 

可（傍聴者 3人） 

 

５．会議次第 

（１）開会 

（２）報告事項 

新たに認可・認定を受けて令和 8年 4月から事業を開始する予定施設等の利用定員について 

（３）協議事項 

   ①子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正に伴う対応について（こども誰でも通園制度） 

   ②公設児童クラブの運営体制について 

（４）その他 連絡事項等 

（５）閉会 

 

６．配布資料 

・次第 

・委員名簿 

・配席図 

・資料１ 新たに認可・認定を受けて令和 8 年 4 月から事業を開始する予定施設等の利用定員につ

いて 

・資料２ 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正に伴う対応について（こども誰でも通園

制度） 

  ・資料３ 公設児童クラブの運営体制について 
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会議録 

１．開会 

・事務局 

それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

私は、当会議の事務局を務めております、松山市保育・幼稚園課の二宮でございます。よろしくお願

いいたします。 

委員の皆様におかれましては、先ほどの全体会に引き続き、大変お忙しいところご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

まずは、お手元にお配りしている資料の確認をさせていただきます。 

～配付資料一覧により、資料番号 確認～ 

資料が足りない方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いします。 

 

はじめに、お断りとご報告をさせていただきます。 

本日の会議は、本市の規定により、先ほどの全体会同様、その全部を公開することとし、議事の記録

は、その要旨を、松山市のホームページに掲載し、市民の皆様等へ情報提供をさせていただくこととし

ておりますので、御承知おきください。 

なお、議事録作成のため、会場内に録音機を配置し、発言を録音させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

・事務局 

それでは、ただ今から、令和 7 年度 第 2 回 松山市子ども・子育て会議 教育・保育部会を開会さ

せていただきます。 

本日の部会につきましては、委員総数 10 名のうち、8 名のご出席をいただいており、過半数に達して

おりますので、松山市子ども・子育て会議条例第 8 条第 4 項の規定により準用する第 6 条第 2 項の規定

により、本会議が成立しておりますことを、ご報告させていただきます。 

それでは、本日は小助川部会長が所用により欠席されていますので、松山市子ども・子育て会議条例

第 8条第 4項の規定により準用する第 5条第 3項の規定により、これより先は、田中副部会長に進行を

お願いすることにいたします。 

田中副部会長、よろしくお願いいたします。 

 

２．報告事項 

・副部会長 

みなさま、こんにちは。小助川部会長が所用によりご欠席されていますので、代理で務めさせていた

だきます。 

本日の議題は、令和 8 年度から事業を開始する保育所等の利用定員の仮設定、こども誰でも通園制度

の基本指針の改正に伴う対応、公設児童クラブの運営体制に関する事項について決定する予定です。 

時間も限られていることですから、ご意見を頂戴しながらも、スムーズに進行できるようご協力をお

願いします。 

 

それでは、2．報告事項 新たに認可・認定を受けて令和 8 年 4 月から事業を開始する予定施設等の

利用定員についてです。 

 

～事務局から資料 1 新たに認可・認定を受けて令和 8 年 4 月から事業を開始する予定施設等の利用定

員についての説明～ 

 

・副部会長 
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事務局の説明は終わりました。 

令和 8 年度から、地域型保育事業の 1 施設が保育所型認定こども園に、保育所 2 施設が保育所型認定

こども園に、幼稚園 4 施設が幼稚園型認定こども園に移行する予定で、その施設の利用定員について説

明をしていただきました。 

事務局の説明でもあったように、本日は、あくまでも令和 8 年度の入園募集に際しての仮設定で、次

回 1 月を目途に開催予定の当部会で、既存施設の利用定員分と合わせて、再度審議して決定します。 

何かご意見やご質問があればどうぞ。 

 

～委員から質問なし～ 

 

・副部会長 

では、続いて 3．協議事項（1） 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正に伴う対応について

（こども誰でも通園制度）です。事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局から資料 2 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正に伴う対応について（こども誰で

も通園制度）の説明～ 

 

・副部会長 

事務局の説明は終わりました。 

こども誰でも通園制度が令和 8 年度から給付制度化されることに伴い、子ども・子育て支援事業計画

に、新たに、教育・保育等との一体的な提供体制に関する事項を追加するとの説明でした。 

何かご意見やご質問があればどうぞ。 

 

・委員 A 

令和 8 年の段階で 17 施設が事業を実施され、中間見直しの段階で事務局案を計画に追加するとのこ

とでした。こども誰でも通園制度は基本的に保育所等に通園していないこどもしか利用できないので、

3 号認定を受けられないこどもで、満 3 歳児クラスに入る可能性の高いこどもが利用されているのかな

と思います。ただ満 3 歳児クラスの枠が実施施設でどれくらいあるのかということで、その後のスムー

ズな受け入れは、実施施設だけでは全てを受け入れることは当然できないかと思われます。ここに表立

っては出てこないかもしれませんが、満 3 歳児クラスを推進していくような、そういったことも同時に

進めていかないといけないかなと感じました。あとは事業者としてのお願いですが、可能であれば令和

7 年度が終わった時点で利用実績がどうだったかをお示しいただけると今後の参考になるかなと思いま

す。 

 

・事務局 

 満 3 歳児の枠がどれだけあるかはきちんと把握して、幼稚園等と協力して取り組んでいきたいと考え

ています。また、令和 7 年度の実績もお示しする方向で事業を進めていきたいと考えています。 

 

・副部会長 

それでは、協議事項（1）「子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正に伴う対応について（こど

も誰でも通園制度）」は、事務局（案）を承認することでよろしいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

 承認をいただきましたので、今回の事務局（案）で進めてください。 

 

・副部会長 
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では、続いて協議事項（2）公設児童クラブの運営体制についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局から資料 3「公設児童クラブの運営体制について」の説明～ 

 

・副部会長 

事務局の説明は終わりました。公設児童クラブの持続可能な運営に向けて、検討を開始することとし、

今後、事務局で課題やニーズ把握の調査を行い、次回の本部会で調査結果の報告と運営体制の方針を提

示するとの説明でした。 

 この件について、ご質問などがありましたらどうぞ。 

 

・委員 B 

 資料 2 ページに支援員さんなどへの業務改善に関するアンケートは匿名で任意と記載されています

が、「任意」が強調されると、支援員さんなどは業務が忙しいため、十分な回答が得られない可能性があ

ると思いますので、「この日までにお願いします」といった記載が良いのかなと思います。 

 

・事務局 

 回答を強制することはできませんが、委員が言われるとおり、できる限り回答いただけるように呼び

かけて、皆さまのご意見を広く伺っていきたいと考えています。 

 

・委員 A 

 資料 2 ページのアンケートのことですが、項目が数項目だけで、などと記載されているので、できれ

ば事前にどういう項目を聞くのかを委員に尋ねても良いのかなと思います。また、利用者（児童・保護

者）へのアンケートは、対象が児童クラブを利用している児童と保護者となっています。全体会でも低

学年のお子さんしか受け入れることができないから受け入れを制限しているクラブがあると他の委員

から話がありました。せっかくアンケートをとるのではあれば、実際のニーズを把握したほうが良いの

ではないかと思います。利用したいけどできなかった低学年のお子さんもいると思います。私も卒園児

の中でこどもが嫌がるからやめさせましたという話も聞きますので、利用している人だけで良いのかな

と、現状の利用している人の意見は聞けるけれど、本当のこどもたちの意見、こどもを育てられている

保護者の意見をもう少し幅広く把握したほうが良いのかなと思います。 

 

・事務局 

利用者へのアンケートについて、今利用している児童クラブに関する満足度や利便性についてお伺い

するということで、まず利用しているこどもと保護者に対しアンケートを実施することとしています。

委員が言われるような実際には利用したいけどできていない、児童クラブに通っていない保護者にもア

ンケートを実施する必要があるのではないかということですが、全児童を対象となると、教育委員会と

調整しながら進めていく必要があり、これまでもこども計画のアンケートなど、学校にお願いして、既

に終わっているものもありますので、新たにとなると、再度調整が必要になりますことから、今すぐに

実施しますと即答はできませんが、幅広く聞くことは必要だと考えていますので、どういった形でそう

いった方のニーズを拾っていくかは事務局としての検討課題とさせていただきたいと思います。 

 

・委員 A 

 もしわかるのではあれば、令和 6 年度の 2 号認定を受けていた年長児と令和 7 年度の小学校入学児童

で児童クラブに申し込んでいる児童の数の比較を出してもらうと、通常であれば、2 号認定を受けてい

るお子さんは卒園したら児童クラブを利用したいはずですが、そこが 100％になっていないと思います。

児童クラブに入っていないお子さんが放課後どういう風に過ごしているのか、祖父母と過ごしているの

か、兄弟で上の子がいて過ごしているのか、様々だと思いますが、そういう部分を把握して、実際に児

童クラブの数がこれで良いのかというところも考えていく材料にならないかなと思って意見させてい
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ただきました。 

 

・事務局 

 2 号認定の年長児数や児童クラブの入会児童数のデータは用意できますので、参考にさせていただい

て、分析を進めていきたいと思います。 

 

・副部会長 

それでは、協議事項（2）公設児童クラブの運営体制については、事務局（案）を承認することでよろ

しいでしょうか。 

 

～委員から異議なし～ 

 

 ご異議ありませんでしたので、今回の事務局（案）で進めてください。 

 

・副部会長 

議事は以上でございますが、続いて「連絡事項等」について、事務局から説明をお願いします。 

 

３．その他（連絡事項） 

・事務局 

～事務局から、連絡事項を説明～ 

 

・副部会長 

それでは、以上をもちまして、本日の全ての審議を終了とします。事務局にお返しします。 

 

４．閉会 

・事務局 

田中副部会長、ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、「令和 7 年度第 2 回松山市子ども・子育て会議 教育・保育部会」を

閉会いたします。 

委員の皆様におかれましては、全体会からの長時間に渡る審議にも関わらず、円滑な議事の進行にご

協力を賜りまして、誠にありがとうございました。 

お気をつけてお帰りください。 

（了） 


